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ヤングケアラーとは

家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うような

ケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面

のサポートなどを行っている、１８歳未満の子ども

※ 法律上の明確な定義はなし

引用：文京区地域福祉保健計画



ヤングケアラーが行っていることの例

引用：厚生労働省



なぜ、子どもがケアを担うのか

引用：ヤングケアラーの早期発見・ニーズ把握に関するガイドライン

バランスを保ち続けるために、子どもが
ケアを担い続けざるを得ない家族システム
となってしまう。



子どもの権利とは

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）

児童福祉法第１条
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、
その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び
発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

出典：公益財団法人日本ユニセフ協会

ヤングケアラーは、本来守られるべき子ども自身の権利を侵害されている可能性がある。



なぜ、支援が必要か
ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担

を日常的に負うことにより、

● 学校に行けない、睡眠不足で授業中に居眠りしてしまう

● 宿題などの勉強をする時間がとれない

● 部活動や習い事ができない

● 友達と遊んだりおしゃべりしたりする時間がない

● 自分の自由なことをする時間や場所がない

● 進学や就職を諦めてしまう

その結果、勉強がうまくいかなかったり、友人関係がうまく築けない等、
子どもの健やかな育ちや教育、将来に影響があると考えられる。



ヤングケアラーの実態１
厚生労働省において文部科学省と連携し、教育現場である学校や要保護児童対策地域協議会、全国の中学生や高
校生に対して、ヤングケアラーの実態調査研究を実施。令和3年3月に結果がまとめられた。

《ヤングケアラーの割合》

左記の令和3年3月報告の
中学2年生・高校2年生対象の全国調査では、
中学生の17人に1人
高校生の24人に1人

がヤングケラーである。

令和4年4月報告の
小学6年生・大学3年生対象の全国調査では、
家族の世話をしている
小学生6.5% 小学生の15人に1人
大学生6.2% 大学生の16人に1人

がヤングケアラーである。

「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」（令和4年3月）
株式会社日本総合研究所

しかし、文京区の各種実態調査では、ほとんどあがってこない現状がある。



ヤングケアラーの実態２

《ヤングケアラーが世話をしている家族》

世話を必要としている家族の状況は様々であり、多様な機関がヤングケアラーを把握する
可能性がある。また、ヤングケアラーの家族を多様な機関へ支援につなぐ必要がある。

父母の状態
身体障害20.0%
精神疾患・依存症

（疑いを含む）17.3%
祖父母の状態

高齢（65歳以上）80.9%
要介護
（介護が必要な状態）27.7%

きょうだいの場合
幼い73.1%
知的障害14.7%

父母の状態
身体障害15.4%
精神疾患・依存症

（疑いを含む）14.3%
祖父母の状態

高齢（65歳以上）76.8%
要介護
（介護が必要な状態）33.3%

きょうだいの場合
幼い70.6%
知的障害8.7%



ヤングケアラーの実態３
《ヤングケアラーの自己認識》

ヤングケアラーであるという自覚がない
潜在的なヤングケアラーがいる可能性が
ある。



ヤングケアラーの実態４
《世話の状況》

ほぼ毎日の頻度で
父母やきょうだいの
世話を担う中高生が
いる。

平日１日あたり
７時間以上を世話に
費やしている中高生
が約１割いる。



ヤングケアラーの実態５
《相談》

相談したことがない割合が半数以上を占めている。
子どもからの相談しづらさや家庭内の問題は表面化しにくい現状がある。



ヤングケアラー支援に向けて

自ら相談することが難しい子どもや、ヤングケアラーと

認識していない潜在的なヤングケアラーを早期に把握し、

支援につなげるため、接点のある福祉・介護・教育・

子育て・地域の担い手等の関係者が発見し、連携して

ヤングケアラー及びその家族に関わることが必要である。


